
 

 

 

前橋市建設工事低入札価格取扱要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、前橋市契約規則（平成２年前橋市規則第４号）第７条第３項の規定に基

づき、前橋市が発注する建設工事の競争入札に係る調査基準価格及び失格基準価格の設定等

に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （対象工事） 

第２条 調査基準価格は、競争入札に付する設計金額（消費税及び地方消費税相当額を含

む。）が１億円以上の建設工事について設定するものとする。 

２ 前項の規定に関わらず、次に掲げる建設工事については、調査基準価格を設定しないもの

とする。 

(1)  随意契約による工事 

(2)  その他市長が特に認める工事  

（調査基準価格） 

第３条 建設工事の競争入札に当たり、予定価格決定権者は、予定価格（消費税及び地方消費

税相当額を除く。以下同じ。）のほかに、契約の相手方となるべき者の入札する価格によっ

ては、その者により当該契約の内容に適合した施工がされないおそれがあると認められる場

合の基準となる価格（以下「調査基準価格」という。）を定めるものとする。 

２ 調査基準価格は、予定価格の算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。ただし、

当該合計額が予定価格に１０分の９．２を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格

に１０分の９．２を乗じて得た額とし、１０分の７．５を乗じて得た額に満たない場合にあ

っては、予定価格の１０分の７．５を乗じて得た額とする。 

 (1) 直接工事費に１０分の９．７を乗じて得た額 

 (2) 共通仮設費に１０分の９を乗じて得た額 

 (3) 現場管理費相当額に１０分の９を乗じて得た額 

 (4) 一般管理費相当額に１０分の６．８を乗じて得た額 

３ 建築工事、建築設備工事及び解体工事等において、直接工事費から現場管理費相当額を減

じる。また、現場管理費には現場管理費相当額を加える。なお、直接工事費と現場管理費相

当額とに区分することが困難な場合は、直接工事費に１０分の１を乗じた額を、また、昇降

機設備工事等の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事は、直接工事費に１０分の２

を乗じた額を直接工事費から減じ、現場管理費に加え現場管理費相当額とする。 

４ 機械器具設置工事等機器費を直接工事費に含まない建設工事にあっては、第２項第１号及

び同項第３号を次に掲げる額とする。 

(1) 直接工事費には１０分の９．７を、機器費には１０分の９．５を乗じて得た額 

(2) 現場管理費相当額及び据付間接費の額を合計した額に１０分の９を乗じて得た額 

 （失格基準価格） 



 

 

 

第４条 調査基準価格を定めた建設工事については、当該契約の内容に適合した履行がされな

いと認められる場合の基準となる価格（以下「失格基準価格」という。）を定めるものとす

る。 

２ 失格基準価格は、予定価格の算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。 

  ただし、１０分の７．５を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格の１０分の

７．５を乗じて得た額とする。 

 (1) 直接工事費に１０分の９を乗じて得た額 

 (2) 共通仮設費に１０分の９を乗じて得た額 

 (3) 現場管理費相当額に１０分の９を乗じて得た額 

３ 建築工事、建築設備工事及び解体工事等において、直接工事費から現場管理費相当額を減

じる。また、現場管理費には現場管理費相当額を加える。なお、直接工事費と現場管理費相

当額とに区分することが困難な場合は、直接工事費に１０分の１を乗じた額を、また、昇降

機設備工事等の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事は、直接工事費に１０分の２

を乗じた額を直接工事費から減じ、現場管理費に加え現場管理費相当額とする。 

４ 機械器具設置工事等機器費を直接工事費に含まない建設工事にあっては、第２項第１号及

び同項第３号を次に掲げる額とする。 

(1) 直接工事費及び機器費に１０分の９を乗じて得た額 

(2) 現場管理費相当額及び据付間接費の額を合計した額に１０分の９を乗じて得た額 

 （落札者決定の保留） 

第５条 契約監理課長は、建設工事の競争入札の結果、失格基準価格以上の価格をもって申し

込みをした者のうち、最低価格入札者（総合評価落札方式にあっては、総合評価点が最も高

い者）（以下「最低価格入札者」という。）が調査基準価格を下回る価格で入札を行った場

合は、落札者の決定を保留するものとする。 

２ 契約監理課長は、建設工事の競争入札の結果、失格基準価格を下回る価格で入札を行った

者がある場合は、当該入札者を失格とする。 

 （調査の実施） 

第６条 契約監理課長は、前条第１項の規定により落札者の決定を保留したときは、最低価格

入札者に対して、次に掲げる書類を提出させ、事情聴取を行うとともに、その者の経営状況

等について調査するものとする。 

 (1) 当該価格により入札した理由を記載した入札価格説明書（様式第１号）及び入札価格内

訳書 

 (2) 手持工事の状況を記載した手持工事状況一覧表（様式第２号） 

 (3) 手持機械数の状況を記載した使用予定機械等一覧表（様式第３号） 

 (4) 当該工事に使用する資材等の調達方法を記載した使用予定資材等一覧表（様式第４号） 

 (5) 予定施工体制を記載した予定施工体制調書（様式第５号） 

 (6) 予定下請負に関する使用資材・労務費等調査一覧表（様式第５号の２） 



 

 

 

 (7) 市税納付状況確認同意書（様式第６号） 

(8) 安全衛生管理体制（点検計画）（様式第８号） 

 (9) 安全衛生管理体制（安全衛生教育等）（様式第８号の２） 

 (10) 一般管理費等の内訳書（様式第９号） 

 (11) 誓約書（様式第１０号） 

２ 契約監理課長は、前項のほかに調査基準価格を下回る価格で入札を行った者がいる場合

で、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、最低価格入札者と併せて、当該

調査基準価格を下回る価格で入札を行った者について調査することができる。 

３ 契約監理課長は、第１項各号に規定する書類の提出があったときは、当該書類の写しを当

該工事担当課長に送付し、当該契約の内容に適合した施工がされないおそれがあるかどうか

についての所見を聴取の上、低入札価格調査票（様式第７号）を作成するものとする。 

 （低入札価格調査委員会への付議） 

第７条 契約監理課長は、前条の規定により低入札価格調査票を作成したときは、当該入札価

格によって当該契約の内容に適合した施工がされないおそれがあるかどうかについて、低入

札価格調査委員会（以下「調査委員会」という。）に付議し、その審査を受けなければなら

ない。 

 （落札者の決定） 

第８条 契約監理課長は、前条の規定により調査委員会の審査を受けたときは、その結果に従

い、当該入札価格によって当該契約の内容に適合した施工がされると認めるときは、最低価

格入札者を落札者として決定し、施工がされないおそれがあると認めるときは、落札者とし

ないものとする。 

２ 契約監理課長は、前項の規定により最低価格入札者を落札者としない場合には、予定価格

の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格で入札を行った者

（総合評価落札方式にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の

者のうち、総合評価点が最も高い者）（以下「次順位者」という。）を落札者として決定す

るものとする。 

第８条の２ 第６条から前条までの規定は、前条第１項の規定により最低価格入札者を落札者

としない場合で、次順位者の入札価格が調査基準価格を下回る価格であったときについて準

用する。 

 （落札の通知） 

第９条 契約監理課長は、前２条の規定により落札者を決定したときは、入札者全員に対し

て、その旨を通知するものとする。 

 （低入札価格調査対象工事の制限） 

第１０条 最低価格入札者は、落札者としない決定を受けるまでの間、又は、落札者とする決

定を受けた後、当該建設工事が契約の内容に適合したものであることが確認されるまでの

間、工事種別にかかわらず、他の建設工事の競争入札において、第６条に規定する調査の対



 

 

 

象となる場合は、その者の入札を無効とする。 

２ 最低価格入札者が、落札者としない決定を受けるまでの間、又は、落札者とする決定を受

けた後、当該建設工事が契約の内容に適合したものであることが確認されるまでの間に、共

同企業体の構成員として他の建設工事の競争入札に参加し、第６条に規定する調査の対象と

なる場合は、当該共同企業体の入札を無効とする。 

３ 最低価格入札者が共同企業体であった場合は、当該共同企業体の各構成員を最低価格入札

者であるとみなして、前２項の規定を適用するものとする。 

（調査基準価格を下回る入札者と契約する場合の措置） 

第１１条 契約監理課長は、調査基準価格を下回る入札者を落札者として契約する場合は、次

の各号に掲げる措置を講ずるものとする。 

 (1) 主任技術者又は監理技術者は、専任で配置しなければならないこととする。 

 (2) 主任技術者又は監理技術者は、現場代理人を兼ねることができないこととする。この場

合において、建設工事請負契約書は、当該契約約款第１０条第５項を除いて用いる。 

２ 本市発注工事における過去４年間の総合評定点（前橋市工事成績評定及び通知公表要領

（平成３０年３月２３日伺定め）の定めるところにより、算定する評定点の合計点をい

う。）の平均点が７５点以上の者、又は、当該期間に７０点未満の工事がない者（評定の対

象となる工事がない者は除く。）は、前項の規定を適用しない。 

（調査委員会の設置） 

第１２条 第７条の規定により審査を行うため、調査委員会を設置する。 

 （組織） 

第１３条 調査委員会の委員は、副市長、公営企業管理者、総務部長、環境部長、農政部長、

都市計画部長、建設部長、水道局長及び教育委員会事務局教育次長の職にある者をもって充

てる。 

２ 調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長、副委員長は公営企業管理者を

もって充てる。 

 （職務） 

第１４条 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

３ 委員長及び副委員長に事故があるとき、又は、委員長及び副委員長が欠けたときは、あら

かじめその指名する委員が、委員長の職務を代理する。 

 （会議） 

第１５条 調査委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。 

２ 調査委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数もって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところ

による。 



 

 

 

４ 第１２条第１項に規定する委員のほか、当該工事担当課長は、第１項の会議に出席し、意

見を述べるものとする。 

 （持ち回り回議） 

第１６条 委員長が会議を招集する時間的余裕がないと認めたときは、契約監理課長が起案書

を持ち回り、委員長、副委員長及び委員３人以上に回議することにより、前条の会議に代え

ることができる。 

 （庶務） 

第１７条 調査委員会の庶務は、総務部契約監理課において処理する。 

 （その他） 

第１８条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この要領は、平成１２年４月１日から実施する。 

   附 則 

 この要領は、平成１４年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２０年１月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２０年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２２年６月１日から施行し、同日以後に市が発注する建設工事から適用す

る。     

   附 則 

 この要領は、平成２３年９月１５日から施行し、同日以後に市が発注する建設工事から適用

する。 

   附 則 

 この要領は、平成２３年１０月１日から施行し、同日以後に市が発注する建設工事から適用

する。 

   附 則 



 

 

 

 この要領は、平成２５年１１月１日から施行し、同日以後に市が発注する建設工事から適用

する。 

附 則 

 この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２７年４月１日から施行し、同日以後に市が発注する建設工事から適用す

る。 

附 則 

 この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２８年７月１日から施行し、同日以後に市が発注する建設工事から適用す

る。 

附 則 

 この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２９年５月１日から施行し、同日以後に市が発注する建設工事から適用す

る。 

附 則 

 この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和３年５月１７日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 



 

 

 

様式第１号（第６条関係） 

入 札 価 格 説 明 書 

 

                             年  月  日 

 

 

 （宛先）前橋市長 

 

 

                    入札者                 

 

 

 
 

件  名  

入札価格                            円 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 注１ 入札価格内訳書の内容に沿って、できる限り数量、金額等の具体的数値により説明す

ること。 

  ２ 入札価格内訳書を添付すること。 

  ３ 入札価格については、消費税及び地方消費税の額を除く金額を記載すること。 
 

発行責任者及び担当者 
・発行責任者                （電話番号） 
・担 当 者                （電話番号） 



 

 

 

様式第２号（第６条関係） 

手 持 工 事 状 況 一 覧 表 

 

                        入札者                
 

発 注 者 

元請 

下請 

区分 
件    名 

 履行場所 

 

 市町村名 

契約金額 

（千円） 

 監理技術者名等  着 工 年 月 

 監・主  専・非  完成予定年月 

          年  月 

 監・主  専・非     年    月 

          年  月 

 監・主  専・非     年  月 

          年  月 

 監・主  専・非     年    月 

          年  月 

 監・主  専・非     年  月 

          年  月 

 監・主  専・非     年    月 

          年  月 

 監・主  専・非     年  月 

          年  月 

 監・主  専・非     年    月 

          年  月 

 監・主  専・非     年  月 

          年  月 

 監・主  専・非     年    月 

          年  月 

 監・主  専・非     年  月 

          年  月 

 監・主  専・非     年    月 

          年  月 

 監・主  専・非     年  月 
 
 注１ 元請契約営業所管内における未完成工事のすべてについて記入すること。 

  ２ 履行場所については、市町村名を記入すること。 

  ３ 監理技術者名等の欄の「監・主」は、監理技術者・主任技術者を意味するので、該当するものを○
で囲むこと。 

  ４ 監理技術者名等の欄の「専・非」は、専任・非専任を意味するので、該当するものを○で囲むこと。 
 



 

 

 

様式第３号（第６条関係） 

使用予定機械等一覧表 

                             入札者                 
 

  機 械 名   規 格 ・ 性 能 等  台 数   調 達 方 法 

    自社所有・リース・その他（      ） 
 （予定金額                   ） 

    自社所有・リース・その他（      ） 
 （予定金額                   ） 

    自社所有・リース・その他（      ） 
 （予定金額                   ） 

    自社所有・リース・その他（      ） 
 （予定金額                   ） 

    自社所有・リース・その他（      ） 
 （予定金額                   ） 

    自社所有・リース・その他（      ） 
 （予定金額                   ） 

    自社所有・リース・その他（      ） 
 （予定金額                   ） 

    自社所有・リース・その他（      ） 
 （予定金額                   ） 

    自社所有・リース・その他（      ） 
 （予定金額                   ） 

    自社所有・リース・その他（      ） 
 （予定金額                   ） 

    自社所有・リース・その他（      ） 
 （予定金額                   ） 

   
 自社所有・リース・その他（      ） 
 （予定金額                   ） 

    自社所有・リース・その他（      ） 
 （予定金額                   ） 

    自社所有・リース・その他（      ） 
 （予定金額                   ） 

    自社所有・リース・その他（      ） 
 （予定金額                   ） 

    自社所有・リース・その他（      ） 
 （予定金額                   ） 

    自社所有・リース・その他（      ） 
 （予定金額                   ） 

 
 注１ この表は、工事用車両、車両系建設機材、電気工具等主に使用する予定の機械につい 

て記入すること。 

  ２ 予定金額には、その機械に関する合計額を記入すること。 

３ 同一の機械であっても調達方法が違う場合は、別に記載すること。 



 

 

 

様式第４号（第６条関係）       

使用予定資材等一覧表 

                            入札者                 
 

品    名 メーカー・規格 数量(単位) 調 達 方 法 

    手持資材・新規購入・その他（  ） 

 （予定金額                  ） 

    手持資材・新規購入・その他（  ） 

 （予定金額                  ） 

    手持資材・新規購入・その他（  ） 

 （予定金額                  ） 

    手持資材・新規購入・その他（  ） 

 （予定金額                  ） 

    手持資材・新規購入・その他（  ） 

 （予定金額                  ） 

    手持資材・新規購入・その他（  ） 

 （予定金額                  ） 

    手持資材・新規購入・その他（  ） 

 （予定金額                  ） 

   
 手持資材・新規購入・その他（  ） 

 （予定金額                  ） 

    手持資材・新規購入・その他（  ） 

 （予定金額                  ） 

    手持資材・新規購入・その他（  ） 

 （予定金額                  ） 

    手持資材・新規購入・その他（  ） 

 （予定金額                  ） 

    手持資材・新規購入・その他（  ） 

 （予定金額                  ） 

    手持資材・新規購入・その他（  ） 

 （予定金額                  ） 

    手持資材・新規購入・その他（  ） 

 （予定金額                  ） 

    手持資材・新規購入・その他（  ） 

 （予定金額                  ） 

    手持資材・新規購入・その他（  ） 

 （予定金額                  ） 

    手持資材・新規購入・その他（  ） 

 （予定金額                  ） 

 
 注１ 予定金額には、購入その他の方法により見積もった合計額を記入すること（手持資材についても時

価等で計算し、その額を記入すること。）。 

  ２ 同一の資材であっても、調達方法が違う場合は、別に記載すること。 



 

 

 

様式第５号（第６条関係） 

予 定 施 工 体 制 調 書 
 

会 社 名   

件 名  

履行場所  

履行期間 
      年  月  日から 

      年  月  日まで 

 

予定現場代理人  

予定主任(監理)技術者 
（監理技術者補佐） 

 

 資 格 内 容 等 
資格  

監理・主任 専任・非専任 

予定専門技術者  

 
資 格 内 容  

担当工事内容  

予定専門技術者  統括安全衛生責任者等  

 
資 格 内 容  元方安全衛生管理者  

担当工事内容  配 置 予 定 作 業 員 数  

 
 ○予定下請負に関する事項（一次下請） 
   １ すべてを当社が施工し、他の建設業を営む者に請け負わせる（労務提供契約等を含む。） 

ことは一切しない予定です。 
   ２ 下記のとおり、下請負を発注する予定です。(税抜き金額を記載) 
 
   （一次下請）                                 （一次下請） 

担 当 工 事 概 要  
 
担 当 工 事 概 要  

予 定 工 期  年 月 日～ 年 月 日 予 定 工 期  年 月 日～ 年 月 日 

配置予定作業員数  配置予定作業員数  

下 請 契 約 予 定 額  下 請 契 約 予 定 額  

   （一次下請）                                 （一次下請） 

担 当 工 事 概 要  
 
担 当 工 事 概 要  

予 定 工 期  年 月 日～ 年 月 日 予 定 工 期  年 月 日～ 年 月 日 

配置予定作業員数  配置予定作業員数  

下 請 契 約 予 定 額  下 請 契 約 予 定 額  

   （一次下請）                                 （一次下請） 

担 当 工 事 概 要  
 
担 当 工 事 概 要  

予 定 工 期  年 月 日～ 年 月 日 予 定 工 期  年 月 日～ 年 月 日 

配置予定作業員数  配置予定作業員数  

下 請 契 約 予 定 額  下 請 契 約 予 定 額  



 

 

 

 様式第５号の２（第６条関係） 
 

予定下請負に関する使用資材・労働費等一覧表 

番号 担当工事概要 

下請契約予定額(税抜) 
（内 資材費） 

（内 労務費） 

（内 諸経費） 

配置予定作業員 

延べ人数 

（１日最大人数） 
備     考 

1 

 

 

 

 

  円 

（資材費          円） 
（労務費      円） 
（諸経費      円） 

 

        人 
（1日最大 

              人） 

 

うち法定福利費         円 

 

労務単価            円/人 
 

2 

 

 

 

 

  円 

（資材費          円） 
（労務費      円） 
（諸経費      円） 

     人 

（1日最大 

             人） 

 

うち法定福利費         円 

 

労務単価            円/人 
 

3 

 

 

 

 

  円 

（資材費          円） 
（労務費      円） 
（諸経費      円） 

人 

（1日最大 

            人） 

 

うち法定福利費         円 

 

労務単価            円/人 
 

4 

 

 

 

 

  円 

（資材費          円） 
（労務費      円） 
（諸経費      円） 

人 

（1日最大 

             人） 

 

うち法定福利費         円 

 

労務単価            円/人 
 

5 

 

 

 

 

  円 

（資材費          円） 
（労務費      円） 
（諸経費      円） 

人 

（1日最大 

             人） 

 

うち法定福利費         円 

 

労務単価            円/人 
 

6 

 

 

 

 

  円 

（資材費          円） 
（労務費      円） 
（諸経費      円） 

人 

（1日最大 

             人） 

 

うち法定福利費         円 

 

労務単価            円/人 
 

7 

 

 

 

 

  円 

（資材費          円） 
（労務費      円） 
（諸経費      円） 

人 

（1日最大 

             人） 

 

うち法定福利費         円 

 

労務単価            円/人 
 

8 

 

 

 

 

  円 

（資材費          円） 
（労務費      円） 
（諸経費      円） 

人 

（1日最大 

             人） 

 

うち法定福利費         円 

 

労務単価            円/人 
 

9 

 

 

 

 

  円 

（資材費          円） 
（労務費      円） 
（諸経費      円） 

人 

（1日最大 

             人） 

 

うち法定福利費         円 

 

労務単価            円/人 
 

10 

 

 

 

 

  円 

（資材費          円） 
（労務費      円） 
（諸経費      円） 

人 

（1日最大 

             人） 

 

うち法定福利費         円 

 

労務単価            円/人 
    

  ※下請契約予定額と資材費＋労務費＋諸経費は同額になります。 

  ※使用予定機械がある場合については、資材費に含めてください。 

 



 

 

 

様式第６号（第６条関係） 

 

市税納付状況確認同意書 

 

 

  年  月  日 

 

 

（宛先）前橋市長 

 

 

所  在  地 

商号又は名称 

代表者の氏名 

 

 

 

 私は、前橋市発注の指名競争入札等における低入札価格調査において、前橋市建設工事低入

札価格取扱要領第６条に基づき、当社の市税納付状況について、前橋市契約監理課職員が調査

及び収集することに同意します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発行責任者及び担当者 
・発行責任者                （電話番号） 
・担 当 者                （電話番号） 



 

 

 

様式第７号（第６条関係） 

低 入 札 価 格 調 査 票 

 

                     対象者 

 
 

件  名   設 計 金 額        円 

調 査 基 準 価 格        円 
履行場所  

入 札 価 格        円 
履行期間      年 月 日～  年 月 日 

設 計 比 率        ％ 
概  要  

（金額はすべて消費税及び地方消費税の額を

除く。） 

 
 

調  査  項  目 工 事 担 当 課 等 所 見 

 １ 入札価格説明及び 

   入 札 価 格 内 訳 

 

 ２ 手 持 工 事 の 状 況  

 ３ 使用機械等調達状況  

 ４ 使用資材等調達状況  

 ５ 予 定 施 工 体 制  

 ６ その他経営状況等  

 



 

 

 

様式第８号（第６条関係） 

                               安全衛生管理体制 （点検計画） 

元請・下請
区分

会社名
所属

立場
費用計上の

有無
費用負担
（元請・下請）

計上した工
種等

見込額
技術者単価
（千円）

数量

足場点検 手すり先行足場
橋梁下部

（Ｐ1～Ｐ6）

設置後
作業開始前（毎
日）

下請 （株）○○ 足場管理責任者 有 下請 ○千円 ○日
安衛法○条○項
安衛則○条
･･･ガイドライン（Ｈ○.○）

点検項目 点検対象 対象区間 備考時期・頻度

点検実施者

適用法令等

諸費用

 

 



 

 

 

様式第８号の２（第６条関係） 

                              安全衛生管理体制 （安全衛生教育等） 

元請・下請
区分

会社名
所属

立場 元請 下請
費用計上の

有無
費用内容

費用負担
（元請・下請）

計上した工種

等
見込額

単価
（千円）

数量

安全・訓練
・安全活動のビデオ等による教育
・当該工事内容等の周知徹底
・安全・訓練等としての必要な事項

毎月　半日以上 元請 （株）○○ 元方安全責任者 全員 全員 有

①外部講師
（全4回）
②資料印刷費
（全12回）

元請 現場管理費
①○千円
②○千円

○回

実施事項 備考
実施頻度及び

所要時間
実施内容

諸費用参加予定者実施責任者

適用法令等

 

 



 

 

 

様式第９号（第６条関係） 

          一般管理費等の内訳書        （税抜き） 

金額（円） 備考

共通仮設費

準備費

仮設建設物

工事施設費

環境安全費

動力用水光熱費

機械器具

その他、　積み上げ費等

小計 0

現場管理費

労務管理費

租税公課

保険料 火災保険、工事保険

従業員給料手当 現場従業員に対する

施工図作成費

退職金 現場従業員、労働者に対する

法定福利費　　建退共、労災、雇用、健康保険 現場従業員、労働者に対する

事務用品費

通信交通費

補償費

その他

小計 0

一般管理費等

役員報酬

従業員給料手当 本店、支店従業員に対する

退職金 本店、支店従業員に対する

法定福利費　　労災、雇用、健康保険 本店、支店従業員に対する

福利厚生費

維持修繕費

事務用品費

通信交通費

動力用水光熱費

・・・・・

地代家賃

減価償却費

租税公課

保険料

契約保証費

小計 0

共通費　　合計

費目・項目

 



 

 

 

様式第１０号（第６条関係） 

 

誓  約  書 
         

       

            

          

 当社が                                      工事の入札において、

申込みを行った金額は工事費内訳書に示すとおり、入札調査基準価格を下回り低入札

調査対象となっておりますが、提出した資料及びヒアリングの内容のとおり施工でき

るものであり、当社が契約の相手方となったときは、従業員手当、下請予定業者や資

材納入予定業者等の見積金額を故なく減額するなど下請予定業者にしわ寄せすること

は致しません。 

 また、工事の施工に当たっては、品質、安全等の確保に万全を期し、施工いたしま

す。 

 さらに、支払い確認調査が実施された場合には、必要に応じて工事完成時の従業員

への給与の支払い、下請業者や資材納入業者などへの支払い等が確認できる資料を提

出し、その後の調査に協力いたします。 

 以上のとおり誓約します。 

              

         

         

（宛先）前橋市長         

         

 

         年  月  日     

       商号又は名称  

代表者の氏名              

 

 

発行責任者及び担当者 
・発行責任者                （電話番号） 
・担 当 者                （電話番号） 

 


